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事　業　報　告

( 2018年４月１日から )2019年３月31日まで

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）におけるわが

国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続いたも

のの、米中の貿易摩擦や英国のＥＵ離脱問題等の影響により依然として先行

き不透明な状態が続いております。

　このような状況の中で当社グループは、今後も継続して利益を計上できる

体制を作るために行った人材の拡充計画は予定通り推移しなかったものの、

当期におきましても引き続き利益を計上することが出来ました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,333百万円（前連結会計年度比

11.7％減）、営業利益は62百万円（前連結会計年度比15.0％減）、経常利益

は61百万円（前連結会計年度比15.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利

益は48百万円（前連結会計年度比59.7％減）となりました。

《理美容事業》

　理美容事業におきましては、顧客の維持と拡大を推し進めましたが、当該

事業における売上高は225百万円（前連結会計年度比17.3％減）となりまし

た。

《教育コンサルティング事業》

　教育コンサルティング事業につきましては、取引先との契約の見直しに伴

い、当該事業における売上高は55百万円（前連結会計年度比28.1％減）とな

りました。

《出版関連事業》

　出版関連事業につきましては、不定期販売の雑誌「Soup.」を発行するには

至らず、当該事業における売上高は０百万円（前連結会計年度比99.9％減）

となりました。
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《通信販売事業》

　通信販売事業につきましては、第３四半期に引き続き第４四半期において

も業績が好調に推移したため、当該事業における売上高は1,052百万円（前連

結会計年度比7.7％減）となりました。

②　設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特記すべき事項はございません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第11期

(2016年３月期)
第12期

(2017年３月期)
第13期

(2018年３月期)

第14期
(当連結会計年度)
(2019年３月期)

売 上 高(百万円) 332 460 1,511 1,333

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(百万円) △18 △59 72 61

親 会 社 株 主 に 帰 属 す
る 当 期 純 利 益 又 は
親 会 社 株 主 に 帰 属 す
る 当 期 純 損 失（△）

(百万円) △50 △142 119 48

１ 株 当 た り 当 期 純
利益又は１株当たり
当 期 純 損 失 （ △ ）

( 円 ) △8.10 △14.69 11.46 4.61

総 資 産(百万円) 462 398 635 654

純 資 産(百万円) 351 277 330 378

－ 2 －



（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行株

式数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社スープ 200百万円 100％
雑誌「Soup.」とそれに関連するライセンス
ビジネス、企業向け教育コンサルティン
グ、その他事業

株式会社ウエルネス 10百万円 100％ 理美容商材等の販売

株式会社東京テレビ
ランド

50百万円 100％
テレビ通販及びインターネットでの通信販
売

 (注) １．当社の完全子会社である株式会社スープ及び株式会社ウエルネスは、2019年４月30日

を効力発生日として、株式会社スープを存続会社、株式会社ウエルネスを消滅会社と

する吸収合併を行っております。

２．当事業年度末の末日における特定完全子会社の状況は、次の通りであります。

特定完全子会社の名称 株式会社スープ

特定完全子会社の住所 東京都港区赤坂六丁目15番11号

当社及び当社の完全子会社における特定
完全子会社の株式の帳簿価額の合計額

187百万円

当社の総資産額 343百万円

(4) 対処すべき課題

　当社グループでは、２期連続で営業黒字を達成することが出来ましたが、

今後も継続的に事業を運営していくために、以下の事項を対処すべき課題

として認識し、経営政策を実行して参ります。

①主要事業におけるビジネスモデルの拡大

　当社は、現在理美容事業及び通信販売事業を主な事業の柱として経営資

源を投入しておりますが、継続的に営業利益及びプラスの営業キャッシ

ュ・フローを計上するために、現状のビジネスモデルに加え、テレビだけ

ではなく、インターネットを利用した総合的なサービスを顧客に提供する

ことで利益を得られる体制を整えて参ります。
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②人材の増員

　当社グループの利益拡大のために、人材の確保及び育成は重要な課題で

あると考えております。そこで、当社の発展を支える人材を獲得するため

に採用活動及び研修活動を充実させて参ります。

③内部管理体制の強化

　当社は、持株会社としてグループ全体の内部管理体制の整備・強化を行

っていく必要があると考えております。そこで、監査役や内部監査室及び

会計監査人等の外部機関と協力してコーポレートガバナンスに取り組み、

内部管理体制の強化を進めて参ります。

(5) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

事 業 内 容 主 要 な 業 務

理 美 容 事 業 理美容室、エステサロン向け消耗品販売事業

教育コンサルティング事業 企業向け役職員教育コンサルティング業務

出 版 関 連 事 業 雑誌「Soup.」とそれに関連するライセンス業務

通 信 販 売 事 業 テレビ通販とインターネットによる通信販売

(6) 主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）

会 社 名 区 分 所 在 地

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 本 社 東 京 都 港 区

株 式 会 社 ス ー プ 本 社 東 京 都 港 区

株 式 会 社 ウ エ ル ネ ス 本 社 東 京 都 港 区

株 式 会 社 東 京 テ レ ビ ラ ン ド 本 社 東 京 都 港 区

(7) 使用人の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

28名 3名減
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　　②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

４名 1名減 34.0歳 5.9年

(8) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借　　　入　　　先 借　　入　　金　　残　　高

株 式 会 社 メ ロ ス コ ス メ テ ィ ッ ク ス                      47百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社の連結子会社である株式会社スープ及び株式会社ウエルネスは2019年

３月26日の取締役会決議に基づき、2019年４月30日付で株式会社スープを存

続会社、株式会社ウエルネスを消滅会社とする吸収合併を行っております。

内容の詳細につきましては、連結注記表の重要な後発事象に関する注記を

ご参照下さい。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 22,932,000株

②　発行済株式の総数 10,472,990株

③　株主数 3,520名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

丁 廣 鎭 3,176千株 30.33％

株 式 会 社 明 日 ク リ エ イ ト 1,176千株 11.23％

株 式 会 社 ジ ャ ッ ク 675千株 6.45％

株式会社メロスコスメティックス 250千株 2.39％

川 名 　 貴 行 235千株 2.25％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 186千株 1.78％

株 式 会 社 大 塚 商 会 150千株 1.43％

福 山 　 哲 博 118千株 1.13％

大 商 株 式 会 社 114千株 1.10％

亀 山 　 茂 110千株 1.05％

（注）持株比率は自己株式（317株）を控除して計算しております。

⑤　当社が保有する株式に関する事項

イ．政策保有に関する方針

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的で

ある投資株式の区分について、対象先と当社グループが継続的な取引関

係を有しており、取引関係の継続又は取引の拡大のために株式の保有が

必要であることを取締役会で判断した場合に政策保有株式として保有し

ます。政策保有株式については、当社グループの経営戦略上一定の利益

が見込めるものと取締役会で判断したものを除き、原則的には新たな保

有は行わない方針です。なお2019年３月末において政策保有株式を保有

していないことから、取締役会において政策保有株式の保有の可否に関

する検証は行っておりません。

ロ．政策保有株式の議決権行使の基準

　当社グループに対して中長期的に利益が生じるかを総合的に判断し、

原則的として全ての議案に議決権を行使します。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（2019年３月31日現在）

　該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 嶺 井 武 則

営業推進本部長
株式会社スープ代表取締役
株式会社ウエルネス代表取締役
株式会社東京テレビランド代表取締役

取 締 役 宗 　 田 　 こ ず え

業務管理統括本部長
株式会社スープ取締役
株式会社ウエルネス取締役
株式会社東京テレビランド取締役

取 締 役 関 口 　 博 関口博法律事務所代表

常 勤 監 査 役 美 濃 部 　 健 　 司
株式会社スープ監査役
株式会社ウエルネス監査役
株式会社東京テレビランド監査役

監 査 役 御 子 柴 　 健 　 治

監 査 役 萩 原 貴 彦 萩原法律事務所代表

（注）１．取締役関口博氏は社外取締役であります。

２．監査役３名は、すべて社外監査役であります。

３．監査役御子柴健治氏は、財務、会計及び内部統制に関する豊富な経験や幅広い見識を

有しております。

４．当社は、関口博氏、御子柴健治氏、萩原貴彦氏を、東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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②　責任限定契約の内容の概要

　当社と取締役関口博氏及び監査役萩原貴彦氏は会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。

　当該契約に基づく損害賠償の限度額は、同法第425条第１項に定める額と

しております。

③　取締役及び監査役の報酬等

イ．取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

3名
（1）

13百万円
（0）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3
（3）

1
（1）

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

6
（4）

15
（1）

（注）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ．報酬等の内容の決定に関する方針

　当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定

めており、その内容は株主総会で承認された報酬限度額の範囲内におい

て決定しております。

・基本方針

　当社の報酬制度として、当社の業績を踏まえ、職責及び業績に対す

る貢献度を総合的に勘案して支給することとしております。なお、当

社は業績連動型報酬を採用しておらず、基本的に業績により報酬が変

動する要素はございません。

・取締役の報酬等の構成及び決定方法

　取締役の報酬等は、固定報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプシ

ョンで構築しております。当該内容については、2006年６月29日開催

の第１回定時株主総会において報酬限度額を年額130百万円以内とし、

別枠で年額100百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約

権を発行することと決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で取締

役会の委任を受けた代表取締役である嶺井武則の決定を経て支給して

おります。

　また、賞与及び株式報酬型ストックオプションに関しましては、株

主総会の決議を経て支給することとしております。
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・監査役の報酬等の構成及び決定方法

　監査役については固定報酬のみを支給しております。当該内容につ

いては、2006年６月29日開催の第１回定時株主総会において報酬限度

額を年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で

監査役の協議を経て支給することとしております。

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役関口博氏は、関口博法律事務所代表です。当社と関口博法律事務

所との間に特別な関係はありません。

・常勤監査役美濃部健司氏は、株式会社スープ、株式会社ウエルネス及

び株式会社東京テレビランドの監査役です。株式会社スープ、株式会

社ウエルネス及び株式会社東京テレビランドは当社の子会社です。

・監査役萩原貴彦氏は、萩原法律事務所代表です。当社と萩原法律事務

所との間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 関 口 　 博
当事業年度開催の取締役会15回のうち14回に出席し、主に弁護士
としての専門的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を発言し
ています。

監査役 美濃部　健　司
当事業年度開催の取締役会15回及び監査役会８回の全てに出席
し、監査役としての立場から、当社の経営上有用な指摘、意見を
発言しています。

監査役 御子柴　健　治
当事業年度開催の取締役会15回及び監査役会８回の全てに出席
し、財務・会計の観点から、当社の経営上有用な指摘、意見を発
言しています。

監査役 萩 原 貴 彦
当事業年度開催の取締役会15回のうち13回に出席し、また監査役
会８回のうち６回に出席し、弁護士の観点から、当社の経営上有
用な指摘、意見を発言しています。

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締

役会決議があったものとみなす書面決議が５回ありました。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　アスカ監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 13百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

13

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算定根拠等について必要な検証及び審議を行った結果、これらが適切であると判断

したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決

定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたし

ます。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解

任いたします。この場合監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりです。

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

①　当社は、株主の皆様や取引先に対する企業価値向上を経営上の基本方

針とし、その実現のため、内部統制システムに伴いコンプライアンス規

程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を順守すること

の徹底を図るとともに、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の強

化にも取り組む等、法令順守に努める。

　また、取締役会において、定期的なリスク評価会議を開催し、当社グ

ループのリスク項目の識別及び評価、並びにリスク対応策の決定を行う。

②　業務管理統括本部内にコンプライアンス事務局を設置し、内部統制シ

ステムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス体制

の整備、強化を図るものとする。

③　反社会的勢力との関係を排除するとともに、行政等とも連携を取りな

がら当社グループ組織全体として毅然とした態度で対処する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

　取締役の意思決定又は取締役に対する報告等、取締役の職務の執行に

係る情報については、情報管理規程のほか、文書の作成、保存及び廃棄

に関する文書管理規程に基づき、適切な保存・管理を行う。

（3）損失の危険に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリス

クについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、

研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リ

スク状況の監視及び全社的な対応は業務管理統括本部が行うものとする。

但し、新たに生じたリスクについては、取締役会において、速やかに対

応責任者となるべく取締役を定める。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役会については、取締役会規程に基づきその適切な運営を確保す

るため、月１回の定例開催を原則とし、その他必要に応じ随時開催する

等、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督する体

制を引き続き維持強化する。

②　当社の経営戦略等の重要事項の意思決定のプロセスは、十分な議論を

重ね、その審議を経て執行決定を行うものとする。

③　取締役会は、取締役、職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当

取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分

配、意見決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定

め、ＩＴを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を

促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築

する。

（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

①　当社が定めるコンプライアンス規程は、当社グループ共通の行動指針

であり、これを基本としてグループ各社で諸規程を定めるものとする。

②　当社グループの経営管理については、セグメント別の事業に関して責

任を負う取締役を任命し、法令順守体制、リスク管理体制を構築する権

限と責任を与えており、業務管理統括本部はこれらを横断的に推進し管

理する。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　監査役を補助すべき使用人については、必要に応じ内部監査室がこれ

を補う体制とし、そのために必要な人員を配置する。

②　監査役を補助する使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等

に関しては、監査役会の同意を得た上で決定するものとする。

（7）監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを

理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①　取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び

子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況などの内容を速

やかに報告する。また監査役は必要に応じて取締役又は使用人に対して

業務の執行に関する報告を求めることができる。
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②　監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確保する体制とする。

（8）監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

　監査役はその職務の執行について必要と認められる費用を予め当社に提

示するものとし、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、当該費用を負担する。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役監査規程及び監査役会規程を定め、監査役の監査が適正かつ円

滑に行われるための環境を整備するよう努める。

②　取締役との意思疎通を図る体制を整備するとともに、会計監査人及び

内部監査室とも連携し、相互に補完あるいは牽制する関係を構築するも

のとする。

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

（1）職務執行の適正について

　取締役会は、社外取締役１名を含む取締役３名で構成し、社外監査役３

名も出席しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて

随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関す

る事項を決定しております。

（2）コンプライアンスに対する取組みの状況について

　業務管理統括本部内に設置したコンプライアンス事務局において、コン

プライアンス規程に従い取締役及び従業員が法令・定款等を順守すること

の徹底を図るために、コンプライアンスに関する教育を実施しております。

（3）リスク管理体制について

　取締役会において定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリ

スク項目の識別及び評価並びにリスク対応策の決定を行い、当該決定及び

リスク管理規程に基づき従業員に対してリスク対応に関する周知、徹底を

図っております。
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（4）当社グループにおける業務の適正について

　当社子会社の経営管理につきましてはグループ共通規程を定めるととも

に、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、業務管理統

括本部において横断的に管理しております。

（5）監査役監査について

　監査役会は、社外監査役３名で構成しており、１名の常勤監査役が中心

となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び会計監査人

との連携を緊密にし、取締役会の職務の執行を充分に監視及び監査する体

制となっております。また、内部監査室と協力し、稟議書等を閲覧するこ

とにより、監査の実効性の向上を図っております。

＜ご参考＞

（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、グループの経営理念である「すべてのステークホルダーの皆様

に高い満足度を提供する」ことを目標として、グループ全体の持続的な成

長と企業価値の向上を目指しております。その実現のために、コーポレー

ト・ガバナンスを経営上の重要な課題に位置付けており、監督機能の強化

と意思決定の迅速化を図ることによりコーポレート・ガバナンスの強化に

努めてまいります。

（2）コーポレート・ガバナンスに係る基本方針

①　当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとと

もに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努め

ます。

②　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、様々な

ステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分

に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。

③　当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示

以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

④　当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独

立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを

はじめとする役割・責務を適切に果たします。

⑤　当社は、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話に

努めます。
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４．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、内部留保の充実については安定した事業継続のため必要

なことと認識しております一方、必要以上の内部留保の蓄積は行わず、業績

に応じて適正に行うことを前提に、安定配当の維持を目指し、高配当性向を

基本方針に据えています。

しかしながら、当期においては利益剰余金がマイナスとなっておりますの

で、無配とさせていただきます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部）

流動資産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固定資産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

478,858

351,973

118,037

3,010

7,016

△1,179

175,302

5,233

755

99

4,378

158,307

157,377

929

11,761

4,784

6,977

（負　 債　 の　 部）

流動負債 270,607

支払手形及び買掛金 177,705

短 期 借 入 金 47,000

未 払 金 6,166

未 払 費 用 8,331

未 払 法 人 税 等 7,551

賞 与 引 当 金 2,040

そ の 他 21,812

固定負債 4,846

そ の 他 4,846

負 債 合 計 275,453

（純 資 産 の 部）

株主資本 378,707

資 本 金 1,060,437

資 本 剰 余 金 622,105

利 益 剰 余 金 △1,303,743

自 己 株 式 △92

純 資 産 合 計 378,707

資 産 合 計 654,160 負 債 純 資 産 合 計 654,160
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から )2019年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,333,912

売 上 原 価 994,310

売 上 総 利 益 339,602

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 277,445

営 業 利 益 62,156

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8

そ の 他 17 26

営 業 外 費 用

そ の 他 919 919

経 常 利 益 61,263

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 5 5

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 61,257

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,934

当 期 純 利 益 48,322

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 48,322

－ 17 －



連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から )2019年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2018年４月１日　期首残高 1,060,437 622,105 △1,352,066 △92 330,384

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

48,322 48,322

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 48,322 － 48,322

2019年３月31日　期末残高 1,060,437 622,105 △1,303,743 △92 378,707

純 資 産 合 計

2018年４月１日　期首残高 330,384

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

48,322

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 48,322

2019年３月31日　期末残高 378,707
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連結注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、当連結会計年度におきまして営業利益62,156千円及びプラスの営業キャ

ッシュ・フローを計上いたしました。次期以降におきましても継続して営業黒字を計上する

ため、通信販売事業においてテレビを通じての広告・商品販売だけではなく顧客である視聴

者の層を広げるためインターネット広告又はインフルエンサーの活用等によるビジネスモデ

ルを拡充をして参ります。しかしながら、本ビジネスを推進していく上で重要となる人員の

新規採用及び教育等の費用の増加、また激化する競争環境において各業界の動向等により各

事業ごとの業績の悪化が懸念されることから黒字化した収益状況の継続性について確認でき

るまでには至っておりません。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況が存在しているものと認識しております。

　当社は当該状況を解消すべく、策定した2019年度の事業計画に沿って、引き続き収益体質

及び営業キャッシュ・フローの改善をするための対応策を講じて参ります。具体的には、上

記の費用負担によるビジネスモデルの拡充を中心として通信販売事業及び理美容事業におい

て販売機会の拡大等を行うことにより、継続的な営業黒字を計上できる体制構築を目指して

参ります。

　財務面につきましては自己資本比率が57.9％となり、引き続き財務内容を改善していく必

要性について認識しております。当社が財務内容を改善していく方策としては、理美容事業

及び通信販売事業を当社グループの主要事業として収益を拡大することで、収益体質の改善

に注力して参ります。

　しかしながら、理美容業界は他業種参入による競争激化により利益率の減少傾向が継続し

ており、通信販売業界においても競合他社との競争が激しく、先行きの見通しが不透明であ

るため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断しております。

　なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を連結計算書類には反映しておりません。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　３社

・連結子会社の名称　　　　　株式会社スープ

株式会社ウエルネス

株式会社東京テレビランド

　2019年４月30日付で株式会社スープを存続会社、株式会

社ウエルネスを消滅会社とする吸収合併を行っております。

(2) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　その他有価証券（時価のないもの）

　移動平均法による原価法によっております。
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ロ　たな卸資産

　移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却方法

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　建物及び構築物　　　10年

　工具、器具及び備品　３～５年

ロ　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金　　　　　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率又は合理的に算定した貸倒見積高により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金　　　　　従業員の賞与支払いに充てるため、当連結会計年度に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　イ　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

ロ　消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,467千円

(2) 期末日満期手形

　期末日の手形処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。な

お、連結会計年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形は満期日に交換が

行われたものとみなして処理しております。

支払手形 10,120千円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数並びに自己株式の数に関する事項

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 10,472,990 － － 10,472,990

合計 10,472,990 － － 10,472,990

自己株式

普通株式 317 － － 317

合計 317 － － 317

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な流動性の高い預金等に限定し、必要な資金

は金融機関等からの借入により資金を調達しております。受取手形及び売掛金に係る顧客の

信用リスクは、与信管理規程に沿って、リスク低減を図っております。

　また、支払手形及び買掛金についてはそのほとんどが２ヶ月以内の支払期日です。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりです。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。詳細に

つきましては（注２）をご参照下さい。

(単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 351,973 351,973 －

（2）受取手形及び売掛金 118,037 118,037 －

（3）差入保証金 4,784 4,583 △200

資産計 474,795 474,594 △200

（1）支払手形及び買掛金 177,705 177,705 －

（2）短期借入金 47,000 47,000 －

（3）未払金 6,166 6,166 －

（4）未払法人税等 7,551 7,551 －

負債計 238,423 238,423 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

<資産>

　　　（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

　　　（3）差入保証金

差入保証金については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に

信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によっております。

<負債>

（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、（4）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　分 連結貸借対照表計上額

預り保証金　（※）

（固定負債「その他」）
4,846

（※）市場価格がなく、かつ実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理

的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対

象としておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 351,973 － － －

受取手形及び売掛金 118,037 － － －

合　　計 470,011 － － －

６. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、埼玉県において遊休不動産を有しております。
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(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円）

連結貸借対照表計上額
連結決算日に
おける時価当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

増減額
当連結会計年度

期末残高

4,378 － 4,378 4,379

（注）当連結会計年度末の時価については、主として「路線価」に基づいて算定した金額で

す。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 36円16銭

(2) １株当たり当期純利益 4円61銭

８．重要な後発事象に関する注記

（連結子会社間の合併）

当社は、2019年３月26日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月30日を効力発生日とし

て、当社の連結子会社である株式会社スープと株式会社ウエルネスを合併いたしました。

１．合併の目的

　当社グループの組織再編の一環として、現在株式会社スープで行っている教育コンサ

ルティング事業における他社へのコンサルティングのノウハウを用いることで、理美容

事業における市場動向及び調査等を含めた顧客分析による営業活動を行って行くととも

に、管理業務の効率化と連結グループ内におけるマネジメント強化の観点から株式会社

スープと株式会社ウエルネスを合併することといたしました。

２．取引の概要

(1）結合当事企業の名称及び事業の内容

結合企業の名称　　株式会社スープ

事業の内容　　　　教育コンサルティング事業及び出版事業

被結合企業の名称　株式会社ウエルネス

事業の内容　　　　理美容事業

(2）企業結合日

2019年４月30日

(3）企業結合の法的形式

株式会社スープを存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社ウエルネスは解散

いたしました。

(4）結合後企業の名称

株式会社スープ
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(5）吸収合併に関する割当の内容

　当社の完全子会社同士の合併であるため、合併による一切の対価の交付はありませ

ん。

３．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引等として処理を行いました。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月20日

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社

取締役会　御中

ア ス カ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 今 井 修 二 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 浩 司 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジェイ・エスコムホ
ールディングス株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
  監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

－ 25 －



監査意見
  当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、ジェイ・エスコムホールディングス
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

強調事項
  継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当連結会
計年度において営業利益62,156千円及びプラスの営業キャッシュ・フローを
計上している。しかし、先行きの見通しが不透明であり黒字化した収益状況
の継続性について確認できるまでには至っていないことから、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる。
  なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由につ
いては当該注記に記載されている。連結計算書類は継続企業を前提として作
成されており、このような重要な不確実性の影響は連結計算書類に反映され
ていない。
  当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　 の　 部）

流動資産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

そ の 他

固定資産

　 有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

　 無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

　投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

55,323

52,548

602

2,172

288,652

64

64

350

350

288,238

288,238

（負　 債　 の　 部）

流動負債 7,354

未 払 金 2,987

未 払 費 用 2,085

未 払 法 人 税 等 475

未 払 消 費 税 等 368

預 り 金 298

賞 与 引 当 金 1,140

負 債 合 計 7,354

（純 資 産 の 部）

株主資本 336,622

資 本 金 1,060,437

資 本 剰 余 金 622,105

資 本 準 備 金 622,105

利 益 剰 余 金 △1,345,818

その他利益剰余金 △1,345,818

繰 越 利 益 剰 余 金 △1,345,818

自 己 株 式 △101

純 資 産 合 計 336,622

資 産 合 計 343,976 負 債 純 資 産 合 計 343,976
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損　益　計　算　書

( 2018年４月１日から )2019年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 89,600

売 上 総 利 益 89,600

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 74,467

営 業 利 益 15,132

営 業 外 収 益 0

経 常 利 益 15,133

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 5

関 係 会 社 株 式 評 価 損 195,881 195,887

税 引 前 当 期 純 損 失 180,753

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 950

当 期 純 損 失 181,703

－ 28 －



株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から )2019年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資 本

準 備 金
資本剰余金
合　　　計

その他利
益剰余金

利益剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 　 期 首 残 高 1,060,437 622,105 622,105 △1,164,115 △1,164,115 △101 518,325

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △181,703 △181,703 △181,703

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中 の変 動額 (純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － △181,703 △181,703 － △181,703

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 　 期 末 残 高 1,060,437 622,105 622,105 △1,345,818 △1,345,818 △101 336,622

純 資 産 合 計

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 　 期 首 残 高 518,325

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △181,703

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中 の変 動額 (純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △181,703

2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 　 期 末 残 高 336,622
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個別注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　当社は、前事業年度においてマイナスの利益剰余金を計上しており、当事業年度において

も当期純損失181,703千円を計上したことにより、利益剰余金の額が△1,345,818千円となっ

ております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況が存在しております。

　当社は当該状況を解消すべく、2019年度の事業計画を策定し、収益体質を改善するための

対応策を講じて参ります。具体的には、教育コンサルティングサービスの拡充により、取引

先企業の業務効率化や業績向上に貢献し、業務委託報酬の増収につなげることで収益の拡大

に努めて参ります。

　しかしながら、取引先の業績が悪化することにより当社のコンサルティング収入の減少に

つながる懸念等を考慮し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断して

おります。

　なお、計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を計算書類には反映しておりません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

①子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券（時価のないもの）　移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　工具、器具及び備品　　４～５年

②無形固定資産　　　　　　　　　定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権等の貸倒れに備えるため、一般債権について

は貸倒実績率又は合理的に算定した貸倒見積高により、

貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支払いに充てるため、当事業年度に負担

すべき支給見込額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。
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３．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

（以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資

産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変

更するとともに、税効果会計に関する注記を変更しております。

　この結果、税効果会計に関する注記において、税効果会計基準一部改正第３項及び第４項

に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）に

記載された内容を追加しております。

４．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 388千円

(2) 保証債務

　　関係会社の他社からの借入債務に対し、保証を行っております。

　　株式会社東京テレビランド 47,000千円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 72,000千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首の株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末の株式数
（株）

普通株式 317 － － 317

合計 317 － － 317

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

税務上の繰越欠損金 14,754千円

投資有価証券評価損否認 363,425千円

その他 1,347千円

繰延税金資産小計 379,526千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △14,754千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △364,772千円

評価性引当額小計 △379,526千円

繰延税金資産合計 －千円
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８．リースにより使用する固定資産に関する注記

　　該当事項はありません。

９．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
資本金又
は出資金
(千円)

事業内容又
は 職 業

議 決 権 等
所 有 割 合
( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取 引 内 容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社 ㈱ ス ー プ 200,000

教育コン
サルティ
ング事業
等

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

コンサルテ
ィ ン グ 料

24,000 － －

子会社 ㈱ウエルネス 10,000
理美容商
材 販 売

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

コンサルテ
ィ ン グ 料

24,000 － －

子会社
㈱東京テレビ
ラ ン ド

50,000
通信販売
事 業

所有
直接 100.0

役務の提供

役員の兼任

コンサルテ
ィ ン グ 料 24,000 － －

債 務 保 証 47,000 － －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

㈱スープ、㈱ウエルネス及び㈱東京テレビランドへの役務の提供については、コンサ

ルティング契約に基づき、業務内容を勘案して決定しております。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 32円14銭

(2) １株当たり当期純損失 17円35銭

11．重要な後発事象に関する注記

（連結子会社間の合併）

詳細につきましては、連結注記表の〔重要な後発事象に関する注記〕をご参照下さい。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月20日

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社

取締役会　御中

ア ス カ 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 今 井 修 二 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 佐 藤 浩 司 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジェイ・エス
コムホールディングス株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの
第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

強調事項
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年
度においてマイナスの利益剰余金を計上しており、当事業年度においても当
期純損失181,703千円を計上したことにより、マイナスの利益剰余金
1,345,818千円を計上している。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる。
　なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由につ
いては当該注記に記載されている。計算書類及びその附属明細書は継続企業
を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は計算書類
及びその附属明細書に反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第14期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以

下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監

査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から

なる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法

施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス

テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ

いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし

ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　　会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2019年５月31日

ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 美濃部　健　司 

社外監査役 御子柴　健　治 

社外監査役 萩　原　貴　彦 

以　上
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株主メモ

事業年度 ４月１日～翌年３月31日

期末配当金受領株主確定日 ３月31日

中間配当金受領株主確定日 ９月30日

定時株主総会 毎年６月

株主名簿管理人
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関

同連絡先

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都府中市日鋼町１－１

電話　0120－232－711（通話料無料）

郵送先　〒137－8081　新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所（JASDAQ市場）

公告の方法

電子公告により行う

公告掲載ＵＲＬ　http://www.j-escom.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、その

他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に

公告いたします。）

（ご注意）

１．株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつき

ましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承るこ

ととなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意

ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦ

Ｊ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機

関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱ＵＦＪ信託銀行全

国各支店にてもお取次ぎいたします。



【株式に関するお手続きについて】

○特別口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

○特別口座から一般口

座への振替請求

○単元未満株式の買取

請求

○住所・氏名等のご変

更

○特別口座の残高照会

○配当金の受領方法の

指定（＊）

特 別 口 座 の

口座管理機関

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

証券代行部

東京都府中市日鋼町１－１

Tel　0120－232－711（通話料無料）

［手続き書類のご請求方法］

○お電話によるご請求

0120－232－711（通話料無料）

○インターネットによるダウンロード

https://www.tr.mufg.jp/daikou/

○郵送物等の発送と返

戻に関するご照会

○支払期間経過後の配

当金に関するご照会

○株式事務に関する一

般的なお問合せ

株主名簿管理人

（＊）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株

式数比例配分方式はお選びいただけません。



○証券会社等の口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

○郵送物等の発送と返

戻に関するご照会

○支払期間経過後の配

当金に関するご照会

○株式事務に関する一

般的なお問合せ

株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

証券代行部

東京都府中市日鋼町１－１

Tel　0120－232－711（通話料無料）

○上記以外のお手続き、

ご照会等

口座を開設されている証券会社等にお問合せくださ

い。

〒107-0052 東京都港区赤坂六丁目15番11号

ＴＥＬ(03)5114－0761(代表）


